
現  行 改 正 案 

Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取引業） 

Ⅳ－３ 業務の適切性（第一種金融商品取引業） 

Ⅳ－３－１ 有価証券関連業に係る業務の適切性 

Ⅳ－３－１－２ 勧誘・説明態勢 

（１）～（８） （略） 

（新設） 

（９）監督手法・対応 

（略） 

（以下略） 

Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取引業）

Ⅳ－３ 業務の適切性（第一種金融商品取引業） 

Ⅳ－３－１ 有価証券関連業に係る業務の適切性 

Ⅳ－３－１－２ 勧誘・説明態勢 

（１）～（８） （略） 

（９）営業員の業務上の評価に係る留意事項 

顧客の中長期的な資産形成を支援する勧誘・販売態勢を構築する観点か

ら、営業員に対する業務上の評価が投資信託の販売手数料等の収入面に偏重す

ることなく、預り資産の増加等の顧客基盤の拡大面についても適正に評価する

ものとなっているか留意して監督するものとする。 

（10）監督手法・対応 

（略） 

（以下略） 


